
令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
港
区
西
麻
布
一
丁
目
四
番
四
〇
号
西
麻
布

Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
ビ
ル
四
階

合
同
会
社
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
ｕ
ｌ
ａ
ｒ

Ｓ
ｏ
ｆ
ｔ
ｗ

ａ
ｒ
ｅ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

清
算
人

サ
イ
モ
ン
・
エ
ル
ダ
ー

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
一
二
番
四
号

株
式
会
社
八
幡
平
リ
ゾ
ー
ト

代
表
清
算
人

林

秀
樹

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
四
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
中
央
区
勝
ど
き
三
丁
目
一
三
番
一
号

千
代
田
シ
ッ
ピ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

和
田
奈
津
樹

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
練
馬
区
春
日
町
六
丁
目
一
六
番
一
一

フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
光
が
丘
二
八
〇
号
室

蘇
曼
飲
食
株
式
会
社

代
表
清
算
人

董

建
偉

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
港
区
南
青
山
三
丁
目
一
番
三
六
号
青
山
丸

竹
ビ
ル
六
Ｆ

一
般
社
団
法
人
コ
ネ
ク
ト
エ
ー
ル
ポ
ー
ト

代
表
清
算
人

角
谷

明
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
一
三
番
六
号

株
式
会
社
Ｆ
ｉ
ｖ
Ｘ

代
表
清
算
人

山
田

啓
介

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
三
丁
目
七
番
七
号

オ
ー
ク
モ
ン
ト
・
プ
ロ
パ
テ
ィ
ー
合
同
会
社

清
算
人

荒
川

真
司

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
板
橋
区
中
丸
町
三
一
番
四
号

有
限
会
社
エ
ー
ス
工
芸

清
算
人

小
松

健
一

解
散
公
告

当
会
社
は
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
解
散
い
た
し
ま
し

た
。
当
会
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌

日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
な
お
、
右

期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま

す
。令

和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
中
野
区
上
高
田
五
丁
目
四
六
番
三
号

株
式
会
社
ソ
ラ
テ
ィ
ア

代
表
清
算
人

橋
脇

良
則

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
杉
並
区
堀
ノ
内
三
丁
目
三
六
番
一
一
号

合
同
会
社
Ｌ
Ｏ
Ｌ
ｅ
ｒ

清
算
人

夏
川

将
実

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三

一
〇

七
東
自
機

ビ
ル
七
Ｆ
五
〇
二
室

和
興
合
同
会
社

代
表
清
算
人

進

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

東
京
都
港
区
南
青
山
二
丁
目
二
番
一
五
号

合
同
会
社
ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ

代
表
清
算
人

白
戸

佑
一

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

横
浜
市
青
葉
区
藤
が
丘
一
丁
目
一
四
番
地
四
三

株
式
会
社
お
空
の
し
た

代
表
清
算
人

安
井

恵
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
日
開
催
の
社
員
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

神
奈
川
県
藤
沢
市
鵠
沼
石
上
一
丁
目
四
番
二
号
藤

沢
Ｄ
ビ
ル
四
Ｆ

合
同
会
社
Ｏ
Ｎ
Ｅ

代
表
清
算
人

前
松

郷

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

富
山
県
小
矢
部
市
水
島
五
六
一
番
地

有
限
会
社
吉
田
構
造
デ
ザ
イ
ン

清
算
人

吉
田

博

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

長
野
県
須
坂
市
大
字
小
山
四
七
七
番
地
二

株
式
会
社
ガ
リ
ュ
ウ

代
表
清
算
人

小
田
切
直
人
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